
「燕三条ものづくりメッセ 2026」の展示会場設営及び Web サイト企画・制作・広報のコンペテ

ィションにかかる必要事項をここに公示します。 
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「燕三条ものづくりメッセ 2026」 

展示会場設営及び Web サイト企画・制作・広報コンペティションの実施について 
 

(公財)燕三条地場産業振興センター契約等に関する要項第 3 条第 2 項第 1 号の規定によ

り、コンペティションを実施します。 

 

令和８年５月 26 日 

 

(公財)燕三条地場産業振興センター 

理事長  滝沢 亮 

 

１ 提案及び見積に関する事項 

(1)委 託 名：「燕三条ものづくりメッセ 2026」の展示会場設営及び Web サイト企画・制作・

広報に係わる業務 

(2)仕 様 等：別紙「仕様書」により 1 社 1 案を提案すること 

 

２ 参加に必要な資格条件 

新潟県内に本社・支社・支店・営業所を持ち、過去５年間に国及び地方公共団体、公益法人

など公的機関からイベント企画・運営・広報業務、Web サイト企画・制作業務に関する事業を

受託したことのある企業（共同企業体として参画実績のある企業も含む）、共同企業体（構成

される企業は全てが新潟県内に本社・支社・支店・営業所を持つこと）。 

 

３ 参加申請書の配布方法 

(1) 期 間：令和８年５月２６日(火)～令和８年６月５日(金)のうち、 

土・日曜及び祝祭日を除く各日の午前９時から午後４時まで 

(2) 場 所：燕三条地場産業振興センター リサーチコア ３階 事務室 

産業振興部 企業支援課 （〒９５５-0092 新潟県三条市須頃 1-１７） 

または(公財)燕三条地場産業振興センターホームページに掲載 

URL：https://www.tsjiba.or.jp/ 

 

４ コンペティション参加申請書及び添付書類の提出方法 

(1) 受付期間：令和８年５月２６日(火)～令和８年６月５日(金)のうち、 

土・日曜及び祝祭日を除く各日の午前９時から午後４時まで 

(2) 提出場所：燕三条地場産業振興センター リサーチコア ３階 事務室 

産業振興部 企業支援課 （〒955-0092 新潟県三条市須頃 1-17） 

(3) 提出書類：コンペティション参加申請書、会社概要および担当者名刺 

(4) 提出方法：持参又は郵送によるものとし、郵送の場合は令和８年６月４日（木）必着。 

(5) 提出部数：各 1 部 

 

５ 参加資格の確認の通知 

(1) 結果通知：コンペティション参加資格の適否については、令和８年６月９日(火)までに書

面により通知する。 

(2) 理由請求：参加が認められなかった者は、書面により(様式自由)令和８年６月１０日

(水)までにその理由について説明を求めることができる。 

 

 

 



６ コンペティション日時及び場所 

(1) 日 時：令和８年６月２４日(水) 午後１時３０分より 

(2) 場 所：燕三条地場産業振興センター リサーチコア ４階 異業種交流プラザ②③ 

（〒955-0092 新潟県三条市須頃 1-17） 

※提案書および見積書は令和８年６月１２日（金）午後４時までに下記宛てに持

参又は郵送にてご提出ください。 

提出場所：燕三条地場産業振興センター リサーチコア ３階 事務室 

産業振興部 企業支援課  (〒955-0092 新潟県三条市須頃 1-17) 

提出部数：提案書７部及び見積書１部  

※コンペティション参加者が多数の場合、事前審査を行います。事前審査の結果

は令和８年６月１７日（水）午後 4 時までに書面にて連絡させていただきます。 

 

７ コンペティションの方法 

(1) 提案方法 

① １社１５分のプレゼンテーションを行い審査する。原則、プレゼンテーションは当センタ

ー会場で行うこととする。 ※プレゼンテーションの時間は変更する場合がある。 

② 提案書には、展示会場及び Web サイトの内容（イメージ図など）、見積書を提示する

こと。経費の見積りは、仕様書に基づく費用を見積り、できる限り詳細な経費明細を

添付すること。 

(2) 決定期日 

① 最も優れた提案を行い、妥当な見積額を提示した企業１社を選定し、令和８年７月２日

（木）までにその結果を文書にて通知する。 

② 審査経過については公表しない。また選定結果についての異議申し立てについては

受理しない。 

 

８ 留意事項  

(1) 国及び全国都道府県、市町村の指名停止処分にかかる指名停止期間内でない者 

(2) 提出書類は、申請者に無断で使用しない。 

(3) 提出書類は、返却しない。 

 

９ 質問 

資格審査確定後の質問受付は、令和８年６月１０日（水）午後４時までとする。質問は文書に

よって行い、回答は令和８年６月１１日（木）までに参加者全員にメールなどによって回答す

る。 

 

１０ 参加報酬  

コンペティション参加者に１社あたり５万円を支払います。 

 

１１ その他 

(1) 参加者名簿及び参加者数については公表しない。 

(2) 上記コンペティション日程については参加者と協議の上、変更することがある。 

(3) 問合せ先は次のとおりとする 

(公財)燕三条地場産業振興センター リサーチコア ３階 事務室 

産業振興部 企業支援課 担当：山家/佐藤/森 

電話 ０２５６－３５－７８１１   Fax ０２５６－３２－０４４７ 

 


